
別紙１ 

上越市農業振興地域整備計画の変更について 
 

１ 上越市農業振興地域整備計画の変更理由（法第 13条第 1項） 

 ④ 経済事情の変動その他情勢の推移 

  ・ 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の変更（R7.9月公告）に伴い営農類型の修正を行

うもの（別添「新旧対照表（基本構想）」参照）。 

・ 農業農村整備事業の各事業を実施するため、マスタープランの変更を行うもの。 

  ・ 上越市農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画の変更申出書で申し出のあった案件について

法第１３条第２項に基づき判断をした結果、適正であると判断し、農用地区域から除外するため農用

地利用計画の変更を行うもの。 

 

２ マスタープランの変更 

変 更 す る 事 項 変 更 内 容 備  考 

第２ 農業生産基盤の整備開発計画 

２ 農業生産基盤整備開発計画 

 

〇県水利施設等整備 

潟川排水機場（合併前） 

 

〇農業競争力強化農地整備（ほ場） 

 青野 2 期（合併前）、和田北部 3 期（合併前）、

青野 3 期（合併前） 

 

〇農地中間管理機構関連農地整備（ほ場） 

 新岩木（合併前）、平沢水野（柿崎区）、日之詰

（吉川区） 

 

〇団農業水路等長寿命化・防災減災事業のうち防

災減災対策 

 上越第 1（名立区） 

 

〇県農道・集落道整備事業 

 上越 8 期（名立区）、上越 9 期（名立区）、上越

10 期（名立区）、和田（合併前） 

 

上記事業を追加する。 

 

〇県水利施設等整備 

 関川右岸（板倉区）、十ヶ字（合併前） 

 

〇農業競争力強化農地整備（ほ場） 

 木島（合併前） 

付図２号 

 



〇中山間地域農業農村総合整備事業 

 青柳（清里区）、梨平・棚田（清里区）、東戸野

（清里区） 

 

〇団農業水路等長寿命化・防災減災事業のうち長

寿命化対策 

 牧山（大島区） 

 

〇団農業水路等長寿命化・防災減災事業のうち防

災減災対策 

 中尾（名立区）、長池（合併前）、十菅平（名立

区）、布付場（牧区）、杉野（安塚区）、猿崩（中郷

区）、大下溜池（吉川区）、才の神（牧区）、二ツ池

（上）（三和区）、二ツ池（下）（三和区）、飯室（浦

川原区）、牛ヶ首（名立区）、宅地（牧区） 

 

〇県農道・集落道整備事業 

上越（合併前・名立区） 

 

上記事業を事業完了に伴い削除する。 

 

〇県水利施設等整備 

 新堀川排砂機場（合併前） 

 

〇農業競争力強化農地整備（ほ場） 

 島田 2 期（合併前）、下池部（合併前）、高士中

部（合併前）、青野 2 期（合併前） 

 

〇農地中間管理機構関連農地整備（ほ場） 

 大和（合併前）、石沢（合併前）、北野（清里区）、

朝日池北部（大潟区）、清里第２（清里区）、清里

第３（清里区） 

 

〇中山間地域農業農村総合整備事業 

 上中條（清里区） 



 

上記事業を事業内容および受益面積の変更に伴い

修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



変 更 す る 事 項 変 更 内 容 備  考 

第３ 農用地等の保全計画 

 ２ 農用地等保全整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇県ため池整備 

 坂田新田（柿崎区）、今保下池（三和区）、今保

戸沢（三和区） 

 

〇県地域防災機能増進 

針南部（板倉区）、川北（大潟区） 

 

上記事業を追加する。 

 

〇県ため池整備 

 六万部（吉川区）、山本（浦川原区）、大久保（吉

川区）、飯室第２（浦川原）、山本第２（浦川原区） 

 

〇県用排水施設整備 

 新堀川（合併前）、潟川排水機場（合併前）、重

川排水機場（合併前） 

 

上記事業を事業完了に伴い削除する。 

 

〇県ため池整備 

 町田（吉川区）、青野（合併前） 

 

〇県用排水施設整備 

 新堀川 2 期（合併前） 

 

〇県農業用河川工作物等応急対策 

 大岩（吉川区）、大滝（吉川区）、川西（柿崎区） 

 

〇地すべり対策 

 板倉清里（板倉区） 

 

上記事業を事業内容の変更に伴い修正する。 

付図３号 

 

 

 

 



変 更 す る 事 項 変 更 内 容 備  考 

第８ 生活環境施設の整備計画 

４ その他の施設の整備に係る事業

との関連 

 

 

 

 

 

 

〇農業集落排水処理施設 

 和田東部（合併前） 

 

上記の事業を追加する。 

 

〇農業集落排水処理施設 

 旭（吉川区） 

 

上記事業を事業完了に伴い削除する。 

 

付図４号 



３ 農用地利用計画の変更 

 農用地区域からの除外 

番

号 

除外箇所 

（大字、字、地番） 

除外前の 

用途区分 
農用地区域からの除外理由 

除外面積 

（登記簿地目） 

除外後 

の用途 

１ 

上越市大潟区渋柿浜字

川北 1033-1、1034-1、

1034-2 、 1035-1 、

1035-2、1036 

上越市大潟区渋柿浜字

五ケ割 1045-1 

農 地 法第１３条第２項該当 （田）2,017㎡ 駐車場 

２ 
上越市頸城区百間町字

舟場 78-2 
農 地 法第１３条第２項該当 （畑）214㎡ 

資材置き場 

および駐車場 

 


